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マイノリティとマジョリティの関係は非対称であって，一般的にマジョリティが「あたり
まえ」の存在として優位に立つ。社会は，普遍性を帯びたマジョリティの基準にしたがっ
て構成されるため，マイノリティの尊厳は損なわれやすい。マイノリティは，複数の属性
に関して交差差別を受ける。交差差別を禁止するために必要なのが，包括的差別禁止法で
ある。日本政府は，国連人権条約諸機関から包括的差別禁止法の制定を求められている
が，政府は必要ないという立場を崩していない。LGBTQ の人びとの権利保障に関して，
日本政府は，国際的には積極的姿勢を取っているにもかかわらず，国内では LGBT 理解
増進法すら国会に上程されなかった。性同一性障害者特例法は，法的性別変更の必須要件
として，WHO などが人権侵害とする不妊要件を定めている。特例法を速やかに撤廃し，
法的性別を原則として性自認に基づいて変更できる新たな法律を定めることが望まれる。
社会や企業における実務においては，マジョリティとマイノリティの非対称性を前提とし
て，包括的差別の禁止を明記した規程を策定し，用意した選択肢の利用に関してはマイノ
リティを基準として手続やルールを設定することが望まれる。規範定立にあたるマジョリ
ティは，自らの特権性に自覚的であること，差別の交差性に留意する必要がある。ダイ
バーシティ施策がマジョリティ基準へのマイノリティの統合ではなく，「同じではないこ
との連帯」を目指すように設計されるならば，持続可能な未来への展望が開けてくるだろ
う。それには，マイノリティの包括的権利保障を目指す法的アプローチが不可欠である。
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Ⅰ�　はじめに―「マイノリティ」の尊厳と
「マジョリティ」の特権

　「マイノリティ（少数者）」（minority）は，「マジ
ョリティ（多数者）」（majority）との対比で決定さ
れる相対的な概念である。両者の関係は非対称で
あって，一般的にマジョリティが「あたりまえ」
の存在として優位に立つ。社会は，普遍性を帯び
たマジョリティの基準にしたがって構成されるた
め，マイノリティの尊厳は損なわれやすい。社会
的偏見や差別，法的不利益を受けやすいことから

「（社会的）マイノリティ／マイノリティ集団」
（minority�group）とも呼ばれる。力関係によって
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決定されるので，数が多くてもマイノリティにな
ることがある。たとえば，男女は数の上でほぼ
半々であるが，意思決定権は多くの社会で男性側
に偏る。
　「マイノリティ／マジョリティ」の非対称な関
係性は，マイノリティが被る「差別」に典型的に
あらわれる。差別は，「区別と蔑視と排除」の 3
つが合わさるときに明確に成立する（西原・杉本
2021：2）。差別の背景には，しばしば，根強い

「アンコンシャスバイアス」（unconscious�bias）が
ある。あからさまな差別を忌避する人であって
も，自らがマジョリティとして規範定立や意思決
定に参与する側に属することの「特権」性には無
自覚である。その結果，「統合」（integrity），「包
摂（インクルージョン）」（inclusion），「多様性（ダ
イバーシティ）」（diversity）の推進は，マジョリ
ティから見て好都合なマイノリティの「統合／包
摂」と不都合なマイノリティの「排除／不可視
化」を伴う場合が少なくない。
　性的指向・性自認・性的特徴に関してマジョリ
ティとは異なる特徴を有する人びとは，「セクシ
ュアルマイノリティ（性的少数者）／ジェンダーマ
イノリティ」とよばれる。LGBT（レズビアン・ゲ
イ・バイセクシュアル・トランスジェンダー）とい
う語は，1970 年代以降，アメリカで当事者が用い
始めた自称の頭文字をあわせたものであり，国際
社会では 1990 年代から広まった。セクシュアル
マイノリティは LGBT に限られないことから，
今日では LGBTQ，LGBT＋などの表現も用いら
れる。国連では，インターセックスの人びとを含
め，LGBTI を用いる。
　以下では，LGBTQ/LGBTI を中心に，Ⅱで「交
差差別」に着目し，Ⅲで包括的な差別禁止の必要
性について論じる。Ⅳでは LGBTQ の権利保障に
ついて国際比較をふまえて日本の課題を展望した
い。なお，本稿では，原則として LGBT あるい
は LGBTQ という表記を用いるが，国連に関して
は LGBTI を用いる。

Ⅱ�　「交差差別」への着目―マイノリティ
の人権保障

１�　国際人権法における「マイノリティ」と日本の
現状

　マイノリティの保護は，「20 世紀後半に目覚ま
しい発展を遂げた国際人権法体系とその保障制度
における最大の弱点であると言ってもよい」（元
2010：1527）。マイノリティの処遇は，国際人権
というよりも各国の専管事項とされ，国内のマイ
ノリティ差別もまた不可視化されてしまったので
ある。こうした状況を国際人権レベルに引き上げ
ようとする取り組みが，「市民的及び政治的権利
に関する国際規約」（自由権規約）第 27 条（1966
年）であった。同条は，現在もマイノリティの権
利保障に関して法的拘束力を備える唯一の一般的
規定である。しかし，「権利を否定されない」と
いう文言にとどまり，積極的な権利請求まで認め
ているとは言えない。マイノリティの保護と同化
政策は両立するとの当時の考え方を克服できてい
ない。
　マイノリティの人権保障が本格化するのは
1990 年代である。1992 年，国連総会で「民族的ま
たは種族的，宗教的および言語的少数者に属する
者の権利に関する宣言（マイノリティ権利宣言）」

（Declaration�on�the�Rights�of�Persons�Belonging�to�
National� or� Ethnic,� Religious� and� Linguistic�
Minorities）が採択された。これは，今日もマイ
ノリティの権利に関する唯一の包括的国際文書で
ある。同宣言は，自由権規約とは異なって法的拘
束力は持たないが，「国際人権文書にある関連規
定の解釈指針としての法的意義」を持ち，「遵守
を強く期待させる」文書である（元�2010：1536）。
マイノリティ権利宣言では，マイノリティ集団の
独自のアイデンティティを尊重し，社会を豊かに
する要素として肯定的に捉える多元文化主義的観
点が導入されており，マイノリティは権利主体と
して国家に積極的措置を要求できる地位を獲得し
た（元�2010：1536）。
　自由権規約 27 条やマイノリティ権利宣言で想
定されているのは，「民族・種族，宗教，言語」
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に関するマイノリティである。2021 年の世界人口
78 億 7500 万人（世界人口白書�2021：142）のうち，
およそ 10 億人の人びとがこれに該当する（国連
広報センター「少数者の権利」）。一方，ジェンダー
や障害についても，1960 年代以降，国連総会で

「女性差別撤廃宣言」（1967 年）や「障害者の権利
宣言」（1975 年）などテーマ別に宣言が作られて
条約へと発展し，それぞれの中で権利保障が追求
されてきた。ただし，LGBTQ については国連総
会での合意形成が難しいため条約はなく，人権理
事会決議や人権諸機関による声明にとどまる。
　近年の日本で「マイノリティ」と言う場合に
は，障害者や LGBTQ を指すことが多い。「国民」
内部のマイノリティに関心が向けられても，「民
族・種族，宗教，言語」に起因するマイノリティ
を不可視化する傾向が強い背景には「単一民族国
家」幻想の影響があろう。2016 年，日本でも「差
別禁止 3 法」（障害者差別解消法，ヘイトスピーチ
解消法，部落差別解消推進法）が施行された。2019
年には「アイヌ施策推進法」も施行された。日本
政府はアイヌ民族を「唯一の少数民族」として認
めたが，社会権規約委員会第 3 回審査（2013 年）
の総括所見ではアイヌ語が消滅の危機にあると懸
念されている。在日コリアンや技能実習生など外
国にルーツをもつマイノリティ集団の権利保障に
ついても積極的な政策がとられているとは言えな
い（西原・杉本�2021：第 3 章，第 6 章）。
　LGBTQ/LGBTI の権利保障に関しては，日本
政府は二つの顔をもつ。国際社会向けの積極的な
顔と国内向けの消極的な顔である。日本政府は国
連人権理事会における LGBTI 決議のすべてに賛
成してきた。しかし，2021 年 5 月，LGBT 差別禁
止法はおろか，LGBT 理解増進法すら国会提出が
阻止された。
　マイノリティの権利保障に対する日本政府の選
別的な対応は，包括的差別禁止法や国内人権機関
の設置をかたくなに拒む姿勢に如実に現れてい
る。これについては，複数の人権条約諸機関から
再三にわたって勧告を受けている。たとえば，自
由権規約委員会第 4 回審査総括所見（2014 年）で
は，SOGI（性的指向や性自認）に基づく差別を含
むあらゆる差別を禁止する包括的差別禁止法の制

定が求められた。しかし，日本政府は，名誉毀損
罪や不法行為に基づく損害賠償請求などの既存法
律によって対処が可能であるとして，包括的差別
禁止法の必要性を認めていない。2020 年 7 月，日
本弁護士連合会は，自由権規約委員会第 7 回審査
に向けて，「直接的・間接的差別及び複合的差別
を禁止する包括的な反差別法を早急に制定すべき
である」と提言している（日本弁護士連合会�2020�
b：7）。

２�　「インターセクショナリティ（交差性）」概念の
地平―「同じではないことの連帯」

　人は，単一の属性に基づいて生きているわけで
はない。たとえば，ある人が，女性・黒人・障害
者・レズビアンというマイノリティ属性をもつ場
合，これら複数の属性が分離する形でバラバラに
差別されるのではない。差別や抑圧は，ジェンダ
ー・肌の色・障害・SOGI に関する属性が複合
的・重層的に組み合わさる形で生じ，きわめて深
刻なものとなる。これが，マイノリティ差別に関
して近年注目されている「インターセクショナリ
ティ（交差性）」（intersectionality）という概念であ
る。
　インターセクショナリティは，ブラック・フェ
ミニストであるキンバリー・クレンショー（K.�W.�
Crenshaw）によって 1989 年に考案され，1990 年
代半ば以降のフェミニズムの第 3 の波においてそ
の重要性が認識されるようになった。世界人権宣
言（1948 年）に至るまで，差別禁止について採ら
れたアプローチは，人種・民族・ジェンダー・障
害などのさまざまな差別禁止事由（属性）ごとに
差別の成否を分析する「単一差別禁止事由アプロ
ーチ」であった（西原・杉本�2021：48-49）。イン
ターセクショナリティは，こうした伝統的アプロ
ーチを超える理論的・方法論的ツールであり，

「しばしば個別の経験領域とみなされてきた多元
的抑圧構造が，単一の差別の影響には分解できな
い，特有の影響を個人に与えることを明らかに
し，その複雑な相互作用と影響を分析しようとす
る試み」である（元�2011：163）。たとえば，黒人
女性は，「人種差別と性差別の合計ではなく，黒
人女性として差別される」。「黒人女性としての差
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別」を問うとは，黒人女性は黒人男性とも白人女
性とも異なる経験をするという認識の上に「合計
を超えるもの」を問うことである（清水�2021：
150-161）。
　インターセクショナリティは，やがてポストコ
ロニアルフェミニズムや 1990 年に提唱されたク
イア理論にも受け入れられていく。包摂や統合で
無意識の前提とされるマジョリティの基準を否定
し，あらゆる存在の差異性を前提にして，「同じ
ではないことの連帯」（清水�2021：158）を目指す
ことこそが，インターセクショナリティの核心を
なす。「インターセクショナリティは，『私たち』
の内部の差異を主張しながら，しかし，〈私〉と

〈あなた〉のつながりを今一度真剣に考えるため
に導入された用語」（藤高�2020：46）なのである。
　単一差別禁止事由アプローチの前提となる「同
じものは同じように，異なるものは違いに応じて
異なるように扱うべし」という処遇モデル（均等
／均衡モデル）は，個人と個別の差異に着目する
結果，社会の構造的差別を見えなくする。共有さ
れるべきは，社会は上位集団の状態を「あるべき
状態」として規範化し，差別的な制度は全体の従
属的な社会構造を維持・強化するという認識（反
従属化モデル）である（池原�2020：32-35）。反従
属化モデルに則り，差別禁止事由を社会的構築物
とみなし，複合的あるいは交差的な差別を禁止す
べきとの動きは 1980 年代から登場した。
　国際人権法の分野で差別の複合性・交差性に留
意するもっとも初期の取り組みが，女性差別撤廃
委員会（CEDAW）の「女性障害者に関する一般
的勧告第 18 号」（1991 年）である。そこでは「二
重の差別」（double�discrimination）が取り上げら
れた。2000 年頃からは，CEDAW の多くの一般的
勧告が差別の複合性・交差性に言及するようにな
る。とくに「締約国の中核的義務（2 条）に関す
る一般的勧告第 28 号」（2010 年）は，複合差別を
締約国の一般的義務の範囲を理解するための基礎
的概念と位置づけた。その後の補足によって，女
性差別は，人種，エスニシティ，先住民族または
マイノリティの地位，皮膚の色，社会経済的地
位，カースト，言語，宗教あるいは信条，政治的
意見，民族（国民）的出身，婚姻関係上ないし母

親としての地位，年齢，居住地域（都市部か遠隔
地域か），貧困状態，健康状態，障害，所有財産，
性的指向と性的アイデンティティと不可分に結合
して女性に否定的影響を及ぼすとされた（元�
2016：7）。人種差別撤廃委員会「人種差別のジェ
ンダーに関連する側面についての一般的勧告第
25 号」（2000 年），社会権規約の「第 3 条に関する
一般的意見第 16 号」（2005 年）と「第 2 条 2 項に
関する一般的意見第 20 号」（2009 年）も差別の交
差性（複合性・重層性）を指摘している（元�2016：
25）。
　しかし，これらは一般的勧告のレベルである。
複合差別・交差差別・重層差別の違いも明確では
ない。初めて複合差別を明記した国際人権条約
が，障害者権利条約（2006 年）である。「障害者
権利条約第 5 条平等及び無差別に関する一般的意
見第 6 号」（2018 年）（以下，「一般的意見第 6 号」）
は，「複合差別」（multiple�discrimination）と「交
差差別」（intersectional�discrimination）をそれぞ
れ定義した。複合差別とは「差別が増幅されある
いはより深刻化する点で，2 つまたは幾つかの事
由に基づく差別を受ける可能性がある状態」であ
り，交差差別は「障害のある人あるいは障害と関
係のある人が，皮膚の色，性，言語，宗教，種
族，ジェンダー，その他の事情を結びつけられ
て，障害に基づく何らかの形態の差別を蒙る場合
に発生する」（パラグラフ 19）。障害者権利条約と
関連の一般的意見は，差別の社会構築性を強く打
ち出しており，マイノリティの権利保障を考える
上で大いに参考になる。

Ⅲ�　包括的差別禁止法―マイノリティの
権利保障のための法的枠組

１　包括的差別禁止法の必要性

　交差差別に十分配慮するには，属性ごとの差別
禁止法を超える包括的な差別禁止法が必要であ
る。CEDAW による第 7 回及び第 8 回日本政府合
同定期報告に関する総括所見（2016 年 3 月）は，
交差差別に言及しつつ，包括的差別禁止法の制定
を求めた（パラグラフ 13）。また，「アイヌ，同和
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地区及び在日韓国・朝鮮人女性といった先住民族
及び民族的マイノリティの女性が，障がいをもつ
女性，LBT 女性，移住女性と同様に，健康や教育
のサービス及び職場における彼らの経験に加え
て，健康，教育，公的生活へのアクセスに影響す
る複合差別・交差的（多層的）差別の根絶を目的
とした努力を積極的に行うよう求める」（パラグ
ラフ 47）とされた。
　国際的な人権慣行では，直接差別，間接差別，
合理的配慮の不提供，ハラスメントという 4 つの
差別類型が挙げられる（障害者権利条約一般的意見
第 6 号：パラグラフ 18）。さらに，関連差別，起因
差別，構造的・体制的差別も考慮すべきである

（西原・杉本�2021：38-47）。
　「直接差別」は，法が差別禁止事由として例示
している事由（憲法 14 条 1 項後段「人種，信条，
性別，社会的身分又は門地」）を明示的な基準とし
て別異取り扱いをすることを指す。直接差別は，
原則として正当化事由による例外は認められず，
認める場合には別途その旨の規定を要する。ま
た，「差別する側の動機や意図は，差別が発生し
たか否かの判定には関係ない」（一般的意見第 6
号：パラグラフ 18）。
　「間接差別」は，1970 年代から欧米で導入され
た差別概念である。「雇用及び職業における平等
取り扱いのための一般的な枠組みの確立に関する
EU 指令」（2000 年）は，外見上中立的な規定等
が特定の宗教，信条，障害，年齢，性的指向等を
持つ者を不利な立場におくものであって，その規
定等が法律上正当な目的及びその目的を達成する
手段が適切かつ必要であることによって客観的に
正当化される場合でないことを間接差別とする。
日本は，CEDAW 最終コメント（2003 年）で間接
差別の国内整備に関する勧告を受け，男女雇用機
会均等法改正第 7 条（2006 年）及び厚労省による
均等法指針（厚労省告示 614 号：2006 年）で間接
差別の禁止が盛り込まれた（2014 年男女雇用機会
均等法施行規則改正による禁止事項の拡大）。ただ
し，日本で間接差別を禁じるのは性別についての
みであり，障害等に関しては明文では禁止されて
いない（浅倉�2017：15）。
　「合理的配慮の不提供」は，社会における配慮

の不平等性であり，障害者権利条約が明記した重
要な権利保障である。日本の障害者差別解消法で
も規定されている。「関連差別」は，「障害のある
人の関係者に対する，障害のある人の障害又はそ
の人との結びつきを理由にした，相対的に有利で
はない取り扱い」を指す。障害者権利条約には明
記されていないが，草案時に示されていた差別類
型である。たとえば，障害のある子の世話のため
に障害のない母が勤務時間の調整を合理的配慮と
して求めることができるかという問題となる（西
原・杉本�2021：42-43）。
　「起因差別」は，英国平等法（2010 年）で導入さ
れた差別形態である。障害に起因する不利益な取
り扱いを差別的行為とするというものである。た
とえば，精神科受診に必要な通院・入院のために
欠勤しがちな場合に減給・解雇をすることは，当
該者が雇用側に対して受診の必要性を証明してお
れば，起因差別となる（西原・杉本�2021：44-45）。
　「構造的・体制的差別」は，障害者権利条約一
般的意見 3 号「障害のある女子」（2016 年）が新
たに発掘した差別形態である（西原・杉本�2021：
46）。一般的意見第 6 号は，「ハラスメント」も差
別の一形態であると明記している。2019 年 6 月，
国際労働機関（ILO）第 108 回総会で，「仕事の世
界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する
条約」（190 号：暴力及びハラスメント撤廃条約）と
勧告が採択された。仕事と関わる暴力とハラスメ
ントの撤廃を目ざす初の国際条約である。アメリ
カとアフリカ諸国の反対により，LGBTQ に対す
るハラスメントは明記されなかった。条約は，各
国にハラスメントを全面的に禁止し，処罰するこ
とを求めている。均等法は，事業主のハラスメン
ト防止・措置義務を定めるだけで，ハラスメント
言動そのものを禁止していない。ハラスメント撤
廃条約については経営者団体側に慎重論が強く，
条約批准にむけた日本政府の動きは鈍い。
　浅倉（2016b）は，複合差別を 3 タイプに分け
ている。（a）「通常の複合差別」（黒人という理由
で昇進を拒否され，その後，女性という理由で昇進
を拒否されるなど），（b）「付加的差別」（黒人であ
り女性であるという二つの理由がセットになって昇
進を拒否されるなど），（c）「交差的な複合差別」
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（黒人男性も白人女性も昇進するが，黒人女性は昇進
を拒否されるなど）である。法的には人種差別と
性差別は別類型とされるため，（a）・（b）の場合
には，黒人女性は人種差別か性差別のどちらかを
選んで提訴することになる。ところが，（c）交差
差別の場合には，人種差別も性差別も立証でき
ず，黒人女性の法的救済は難しくなる（浅倉�2016�
b：36-37）。
　交差差別を救済するには，差別を包括的に禁止
する法が必要である。そのような法には 3 つのモ
デルがある。（1）差別事由を限定的にリスト化す
るモデル（2010 年英国平等法など），（2）憲法上の
平等保障という開かれたモデル（アメリカ憲法修
正 14 条など），（3）差別事由を例示するモデル

（非限定的リストモデル）（カナダ人権憲章，南アフ
リカ憲法など），である（浅倉�2016b：34-35）。（2）・

（3）では，差別事由についての判断は司法に委ね
られる。
　2010 年の英国平等法 1）は，「結合差別」の禁止
を明示して複合差別の法理を取り入れた包括的な
差別禁止法である。同法は，差別禁止の対象を 9
つのいずれかの特徴をもつ者に限定する。年齢，
障害，性別適合，婚姻・民事パートナーシップ，
妊娠・出産，人種，宗教・信条，性別，性的指向
である。SOGI 差別が明文をもって禁じられてい
る。禁止する差別類型として挙げているのは，直
接差別，結合差別，障害起因差別（起因差別），
性別適合差別，妊婦出産差別，間接差別，合理的
配慮義務の不履行である。結合差別とは，「ある
者（A）が，2 つの保護特性の結び合わせを理由
として，もう一人の者（B）を，当該保護特性の
いずれをも共有しない者を取扱うまたは取り扱う
であろうよりも不利益に取扱う場合，A は B を差
別することになる」（14 条）ことを指す。性別適
合（性別適合の計画・実行・完了を含む）を理由と
する欠勤については，疾病・負傷による欠勤より
不利に扱うことを禁じている（16 条）。

２　「インクルーシブな平等」

　「平等／差別」概念は，人間像の変化とともに
つねに進化している。21 世紀の現在，目指すべき
平等とは何か。CEDAW 一般勧告第 25 号「第 4

条 1 項暫定的特別措置」（2004 年）は，締約国に
対して差別解消のために 3 つの平等の実現を図る
よう求めた。形式的平等，実質的平等，変革的平
等である（西原・杉本�2021：51-52）。
　「形式的平等」（formal�equality）は，人間の本質
的・普遍的同一性を前提にした平等であり，「形
式的手法」に基づいて直接差別と間接差別の否定
を目指す。「実質的平等」（substantive�equality）は，
ジェンダー・人種・障害などの人間の特定の差異
に着目した平等である。差異は社会的・文化的に
構築されるとの前提に立って弱者保護を目指す

「保護的手法」をとり，マイノリティとマジョリ
ティの間での資源・権力の再配分を目指す。「変
革的平等」（transformative�equality）は，社会変
革を伴う平等であり，「是正的方法」をとって「公
正」（equity）の実現を目指す。是正的方法として，
女性差別撤廃条約を含む国際人権条約は，マイノ
リティに一時的に機会を多く提供するポジティブ
アクション（暫定的特別措置）を肯定している。
　人間の「ひと」としての同一性に着目して同一
の扱いをすると現実の差異による不利益が発生
し，差異に着目して別異扱いをすると差異がステ
ィグマとなって差別と排除を誘発することがあ
る。これを「差異のジレンマ」と呼ぶ（西原・杉
本�2021：36）。「差異のジレンマ」を克服するもの
として一般的意見第 6 号が提示するのが，新たな
平等としての「インクルーシブな平等」（inclu-
sive�equality）というモデルである。それは，交
差差別の排除と結びついた実質的平等を含むもの
であり，4 つの側面をもつ。「（a）社会経済的不利
に取り組むための公正な再分配という側面，（b）
スティグマ，定型化された観念，偏見及び暴力と
闘い，人間の尊厳と交差性を認める認識という側
面，（c）社会集団構成員としての人の社会性を再
確認し，社会への包容を通じて育まれる人間性に
ついて十分に認識する参加という側面及び（d）
人間の尊厳の問題として差異を受け入れる余地を
作る配慮という側面」（日本障害フォーラム仮訳 2））
である。

３　「ダイバーシティ」推進の意義と限界

　「ダイバーシティ（多様性）」（diversity）の射程
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は変化している。1990 年代に「生物多様性」が語
られ，2001 年の国連教育科学文化機関（ユネスコ）
第 31 回総会において「文化多様性に関する世界
宣言」が採択された。当時の日本では，社会生活
における多様性の尊重は，「多文化共生」や「男
女共同参画」という語で語られた。21 世紀を迎
え，日本社会でもダイバーシティという語が広ま
っている。メディアではとくに 2010 年代から急
速に普及した。近年，多文化共生も男女共同参画
も教育や行政の現場でダイバーシティという語に
置き換わる傾向が強まっている。LGBTQ の人び
とへの配慮もダイバーシティに組み込まれてい
る。
　ダイバーシティの推進は重要である。しかし，
ダイバーシティ推進は，特定の属性をもつ人びと
を選別して包摂する反面，「不都合な差異」を封
じ込める作用をもつことも指摘されている（岩渕�
2021：14）。また，日本でダイバーシティが語ら
れる文脈が，経営（ダイバーシティ・マネージメン
ト）と市場戦略（ダイバーシティ・マーケティン
グ）に特化しがちであることにも留意しなければ
ならない（新ヶ江�2021：51）。
　日本経済団体連合会「ダイバーシティ・インク
ルージョン社会の実現に向けて 3）」（2017 年）や経
済産業省「ダイバーシティ 2.0 行動ガイドライ
ン 4）」（2018 年）により，経済・産業界のダイバー
シティ推進が積極的に図られている。「ダイバー
シティ 2.0」は，ダイバーシティの実現を「企業
価値を実現する」ためのものとし，重要なポイン
トして「女性活躍の推進とともに，国籍・年齢・
キャリア等の様々な多様性の確保」を挙げる。
　企業の意思決定から女性や国際人材が排除され
やすい傾向にある日本 5）では，ダイバーシティ実
現に向けた取り組みの意義は大きい。しかし，基
本的視座が「経済活性化」に置かれる限り，人権
保障は二の次になる（三成�2019b）。個人は，「能
力」や「貢献度」という指標で差異化される「人
材」として道具化されてしまう。マイノリティも
また，マジョリティと差異化される度合いによっ
て「希少性」が期待されることになりかねない。

Ⅳ�　「尊厳」としてのセクシュアリティ
―LGBTQ の人権保障

１　国際的動向

　2011 年，国連として初めて LGBTI の人権保障
決議がなされた。人権理事会決議「人権，性的指
向，性自認に関する決議 17/196）」である。しか
し，同性愛の処遇をめぐって国際社会が二分され
ており，国連総会では今なお合意が成立していな
い。一方，各種の国際人権条約にしたがって特別
報告や政府レポート審査で LGBTI の権利保障に
ついて勧告がなされている。日本政府レポート審
査では，社会権規約委員会（2013 年），自由権規
約委員会（2014 年），CEDAW（2016 年），人権理
事会第 3 回普遍的審査（2018 年）においてLGBTQ
の権利保障について勧告を受けている（日本学術
会議 2020：資料⑫）。
　『OECD レインボー白書』（2021 年）は，OECD
加盟国 35 カ国の法律がどの程度 LGBTI の人び
との平等な取り扱いを保障しているか（法的包摂
度）の調査結果（2019 年 6 月 30 日時点）を報告し
ている。それによれば，OECD 加盟国の法的包摂
度は全体として上昇しつつあり，平均 53％であ
った（1979 年には 9％）（OECD�2021：30）。しか
し，国による違いは大きい。もっとも積極的な 3
カ国（カナダ・ポルトガル・フランス）は 79％の
包摂度であったが，もっとも消極的な 3 カ国（日
本・トルコ・韓国）はわずか 25％であった（OECD�
2021：33）。LGB の法的包摂度（59％）に比較し
て，TI（トランスジェンダーとインターセックス）の
法的包摂度（38％）が 21 ポイントも劣る点には
留意する必要がある（OECD�2021：125）。
　白書によれば，LGBTI の法的包摂度は，LGBTI
の社会的受容度・ジェンダー平等の達成度・経済
発展と強い正の相関を示す。法的包摂度が 23％
にとどまる日本は，同性愛の受容度もトランスジ
ェンダーの受容度も OECD 平均並みであるが，
LG にとって地域が暮らしやすいかという社会的
包摂の程度では 35％程度と OECD 平均（60％）
の半分にまで落ちる。インターセックスの受容度
は OECD 諸国のなかで著しく低い（OECD�2021：
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37-42）。
　2011 年，「ビジネスと人権に関する指導原則：
国際連合『保護，尊重および救済』枠組実施のた
めに」が，国連人権理事会において全会一致で決
議された。同指導原則は，3 つの柱を掲げている。

「人権を保護する国家の義務」「人権を尊重する企
業の責任」「救済へのアクセス」である。国連

「持続可能な開発目標（SDGs）」（2016-2030 年）で
も同指導原則が言及されている。2020 年，日本で
も「「ビジネスと人権」に関する行動計画（2020-
2025）」（NAP）が策定された 7）。保護されるべき人
権に LGBTQ の権利保障が含まれている。
　国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）は，

「Standards�of�Conduct�for�Business」（LGBTI 差
別解消に取り組む企業のための 5 つの行動基準）と
して，①人権の尊重，②職場における差別の撤廃

（採用，雇用，労働環境，福利厚生，プライバシーの
尊重，ハラスメント対策），③職場における支援の
提供，④市場における人権侵害の防止，⑤地域社
会における公共の場での行動（公的な権利擁護，
他企業や団体との共同アクション，社会的な対話，
LGBTI 団体の支援，権力を乱用する政府の取り組み
への対抗）を掲げている 8）。

２　日本の現状

　2015 年，東京でのオリンピック開催が決定し
たとき，LGBT の権利保障が進むと期待が高まっ
た。性的指向による差別の禁止を明記したオリン
ピック憲章にもとづき，日本でも LGBT の権利
保障に向けた法整備がなされると期待されたので
ある。たしかに，2015 年以降，渋谷区を皮切り
に，地方自治体では同性パートナーシップ証明制
度が急速に拡大した。2021 年 7 月 1 日時点で，同
性パートナーシップ証明制度を導入した自治体は
110 にのぼり，人口カバー率は 37.8％に達する 9）。
しかし，東京オリンピック開催にあたっては，責
任者や関係者の差別発言が目立った。グローバル
ジェンダーギャップ指数の低さ（156 カ国中 120
位：2020 年）を示す実例を国際社会にさらす結果
に終わった。
　日本で LGBT という語が社会的認知を受ける
きっかけになったのは，ビジネス誌での特集（『日

経ビジネス』2007 年 4 月 16 日号）である。「LGBT
マーケット 6 兆円」（2007 年）が語られ，「LGBT
市場」は購買意欲の高い有望なマーケットとして
期待された。しかし，「裕福な LGBT」というイ
メージは実態にあわない。働きづらさのゆえに職
場を転々とし，貧困から脱出できない LGBT が
少なからず存在する。OECD（2021）によると，
LGBT の人びとは，そうではない人びとと比べ
て，就労割合が 7％低く，所得は 4％少ないが，
調査に応じる人が LGBT の中でも比較的裕福な
人びとであることを考慮すると実際の格差はもっ
と大きいと推測される（OECD�2021：216,�255）。
日本の調査（2015 年）でも，トランスジェンダー
の 70％，LGB の 44％が求職時に困難を感じたと
回答している（東・虹色ダイバーシティ・ReBit�
2018：106）。
　日本では，性的指向・性自認に基づく差別を明
示的に禁じる法律はない。パワハラ防止法（2019
年）の成立に伴い，厚労省ガイドラインでカミン
グアウト強制とアウティング（Outing：暴露行為）
がパワハラに当たるとして禁じられた。職場や教
育機関にあっては，SOGI ハラスメントがハラス
メント・ガイドラインによって明確に禁じられる
ケースも出ているが，政治家による LGBTQ への
ヘイト発言が後を絶たない。国連では，「表現の
自由」はみだりに制限されるべきではないとしつ
つ，政治家や教師などがヘイトスピーチを行うこ
との影響の大きさが強く警告されている（OECD�
2021：84）。2021 年 5 月末，「性的指向及び性自認
の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律
案」（LGBT 理解増進法案）が通常国会への提出を
見送られた。与野党調整で「性的指向及び性自認
を理由とする差別は許されない」との文言が入っ
たことにより，事実上，LGBT 差別禁止法案にな
るとの強い反対意見が出されたためである（二階
堂�2021）。
　LGBT 法連合会は，2015 年以来，「性的指向お
よび性自認を理由とするわたしたちが社会で直面
する困難のリスト」を作成・公表している（2019
年第 3 版 10））。就労に関しては，①求職・就職活
動，②規則・環境整備，③いじめ・ハラスメン
ト・無理解，④カミングアウト・アウティング，
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⑤人事（配転・出向・キャリア関係），⑥服務，⑦
福利・厚生，⑧安全・衛生と多くの項目につい
て，「困りごと」の例が列挙されている。たとえ
ば，①「内定は出すけれど，入社時に全社にカミ
ングアウトをすることが採用の条件だと言われ
た」。③「同性パートナーの存在を隠していたと
ころ，「家族がない人は楽でいいから」と言われ，
仕事を押し付けられ，長時間労働を強いられた」。
④「「LGBT フレンドリー」だと言われている企
業で，大丈夫だろうと上司にだけカミングアウト
したところ，翌日には職場の全員に知れわたって
いて，仲間外れや無視されるようになった。それ
がもとで結局退職に追い込まれた」。⑥「トラン
スジェンダーで，自分の場合は男女に分かれた職
場のトイレが使えない。職場でトイレを使いたく
ないため，もう何年も 1 日中飲まず食わずで働い
ている。それでもどうしてもトイレに行きたくな
った場合には，職場から離れた駅のトイレを利用
している」。⑦「使用者に対して，パートナーと
共に育てている子どもの育児休業・看護休暇を取
得しようとしたが，法的な親ではなく，養育して
いると認められないことを理由に拒否された」。
このような「困りごと」から，職場で対応すべき
具体的課題が見えてくる。

３　統計の必要性

　日本では公的な LGBTQ 統計はない。しかし，
民間あるいは自治体では何度か調査がなされてい
る。最新の電通 WEB 調査（2020 年）によれば，
LGBT という言葉の認知度は急速に上昇してい
る。2015 年調査の 37.6％から，2018 年調査では
68.5％，2020 年調査では 80.1% となった。LGBTQ
＋層に該当する人は，2018 年調査と同じく，8.9％
であった 11）。連合の調査（2016 年）によれば，有
職者の 8％がLGBT にあたるという 12）。大阪市と
研究グループとの共同調査（2019 年）では，
LGBTA は 3.3％，Q を含めて 8.2％という数値が
公表されており 13），これが現時点ではもっとも信
頼度が高い。
　欧米諸国では，統計年が新しいほど，また，若
い世代ほど，LGBTQ の数字が上がる傾向がある。
たとえば，アメリカの 2017 年調査では，自身を

LGBT とみなしている者は，1945 年以前出生者で
は 1.4％，1980～1999 年出生者では 8.2％であった

（OECD�2021：62）。
　公的統計の欠如は，立法や政策の遅滞を招く。

「差別の社会的コスト，経済的コストは高く，教
育や労働市場における差別は LGBT＋の人々の才
能の全面開花を損ない，全体的な生産性や人間開
発の水準にも影響を与え 14）」る。『国勢調査』は全
世帯・全人口を対象とする悉皆調査であり，
LGBTQ の人びとの生活共同体に関するデータソ
ースとして高い可能性をもつ。海外では，『国勢
調査』において同性婚・同性カップルを把握する
動きが出ている（オーストラリア，カナダ，アイル
ランド，アルゼンチン，イギリスなど）。日本でも，
2020 年実施の『国勢調査』で「レインボー国勢
調査プロジェクト」が同性カップルを「世帯」と
して集計するよう強く求めたが，実現できず，今
後の課題となっている 15）。
　一方，統計調査によって LGBTQ の実態をすべ
て把握できるわけではない。職場での実態調査は
LGBTQ の人びとにカミングアウトを強いること
になりやすい。LGBTQ の人びとの多くはカミン
グアウトしていない／できない状況にある。EU
全体では，LGBTI の回答者の 4 分の 1 以上が職場
で LGBTI であることを隠しており，5 分の 1 以上
が過去 1 年間に LGBTI であることによって労働
市場で差別を感じたことがあると回答している

（OECD�2021：216）。2020 年電通調査でも，「誰に
もカミングアウトしていない」という人は，回答
者の 57.4% にのぼった。「カミングアウトしやす
い環境になっているか」という問いには，70.2％
が「そう思わない」「どちらかといえばそう思わ
ない」と答えている（吉本�2021）。これをふまえ
るならば，「ニーズがない」「当事者がいない」と
いう抗弁は成り立たない。採用時の応募者の中に
も職場同僚の中にも一定数（8％程度）以上の
LGBTQ が存在するという前提に立って制度設計
を行う必要がある。

４　トランスジェンダーの脱病理化

　トランスジェンダーの法的性別を変更する手続
を定めた法律が，「性同一性障害者の性別の取扱



論　文　マイノリティの包括的権利保障に向けた法的アプローチ

No. 735/October 2021 33

いの特例に関する法律」（2003 年）（以下，「特例
法」）である。医療機関受診などによってトラン
スジェンダーとして把握されている数は 4 万 6 千
人ほどであるが，法的性別を変更した者は 9625
人（2004～19 年の司法統計による）である。トラン
スジェンダーのうち，手術等により性別適合を求
める人は，日本でもドイツでも 2～3 割とされる。
　制定当時，特例法が定める法的性別変更要件は
国際水準であった。しかしその後，国際社会では
トランスジェンダーの権利保障をめぐる情勢が大
きく変化し，EU 諸国を中心に急速に法整備が進
んでいる。日本学術会議提言（2020 年）は，特例
法の廃止と法的性別変更の手続を定める新しい法
律の制定を求めている。その理由を 3 点指摘して
おきたい。
　第 1 に，「医学モデル」から「人権モデル」へ
の根本的転換が求められる。国連及び欧米では，
身体的性別と性自認の不一致を病気とみなす「医
学モデル」から，性自認を尊重する「人権モデ
ル」へと変化しつつある。特例法は，「性同一性
障害者」を，①「生物学的には性別が明らかであ
るにもかかわらず，心理的にはそれとは別の性別
であるとの持続的確信を持ち」，かつ，②「自己
を身体的及び社会的に他の性別に適合させようと
する意思を有する者」と定義する（特例法 2 条）。
②のように，医療的方法による性別適合が定義に
含まれている。
　第 2 に，「性同一性障害」（Gender�Identity�Dis-
order=GID）という語をもはや用いるべきではな
い。「性同一性障害」という語は，世界保健機関

（WHO）『国際疾病分類（第 9 版）』（ICD-9，1978
年）やアメリカ精神医学会『精神障害の診断と統
計マニュアル（第 3 版）』（DSM-Ⅲ，1980 年）にお
いて，精神疾患の診断名として公式に用いられる
ようになった。特例法もこの定義を取り入れた。
しかし，これら 2 つの文書では，すでに「性同一
性障害」から「性別不合（Gender�Incongruence）
／性別違和（Gender�Dysphoria）」へと呼称が変わ
った。性別違和感は「障害」ではなく，個性だか
らである。
　第 3 に，法的性別変更要件の緩和が必須であ
る。日本では，法的性別を変更するには，特例法

が定める 5 要件のすべてを満たす必要がある。①
年齢要件（20 歳以上），②非婚要件（現に結婚して
いないこと），③子なし要件（未成年子がいないこ
と），④生殖不能要件（生殖機能を永続的に失うこ
と），⑤外性器近似要件（移行先の性別にあわせた
外性器に似せること）である。②・③は「夫婦

（異性婚）とその間の子」という特定の家族モデ
ルを前提にした要件である。④・⑤は法的手続の
ために健康な身体にメスを入れることを強制し，
生殖機能を奪うという人権侵害甚だしい要件であ
る。2014 年，WHO などの国連 7 機関は，「強制・
強要された，または不本意な不妊手術の廃絶を求
める共同声明」を出し，トランスジェンダーやイ
ンターセックスの人びとが，希望するジェンダー
に適合する出生証明書やその他の法的書類を手に
入れるために，強制不妊手術を要件とすること
は，身体の完全性・自己決定の自由・人間の尊厳
に反する人権侵害であるとした 16）。
　トランスジェンダーの人びとが尊厳を維持しつ
つ日常生活を送るには，社会が変わらねばならな
い。社会全体で共有すべき認識としてとくに重要
なのは，以下の 3 点である。
　第 1 に，もっとも重要なことは，日常生活で尊
重されるべき性別は，法的性別（戸籍上の性別＝
出生時に割り当てられた性別）ではなく，性自認で
あるということである。法的性別は，制度上の人
為的な性別であり，本人が決めた性別ではない。
また，男性と女性に二分する法的性別は，性自認
の多様な実態を反映していない。特例法が定める
法的性別変更は，トランスジェンダーの人びとに
とって「高すぎるハードル」になっている 17）。
　第 2 に，トランスジェンダーの存在自体が多様
であるため，性別適合に関する選択の多様性を尊
重すべきである。性別適合をいつ，どの程度まで
行うか，あるいは行わないかは，個人によって大
きく異なる。英国平等法が定めるように，性別適
合の計画・実行・完了にいたるまでの全過程につ
いて差別禁止の対象とすべきである（いわゆる

「在職トランス」の保障）。
　第 3 に，施設・設備利用上の不安やトラブルを
トランスジェンダーの責任に帰すべきではない。
2021 年，トランスジェンダーの人が自認する性
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別のトイレの使用を禁じることは差別にあたるか
が問われた裁判で，日米で異なる判決が出た。ア
メリカ連邦最高裁判所は，トランス男子生徒に男
性トイレの利用を禁じた教育委員会の対応を「差
別にあたり違法」とした連邦控訴裁判所の判断を
支持し，原告勝訴が確定した（2021 年 6 月 28
日）18）。日本では，トランスジェンダーの経産省職
員に対する女性トイレの使用制限をめぐる裁判に
おいて，一審（2019 年）は「違法」としたが 19），
二審（2021 年）は「合法」と判断を覆し 20），結論
は最高裁に委ねられた。

５　性的指向―異性愛規範の暴力性

　性的指向は人間の本質に関わる重要なプライバ
シーである。最高裁判所は，「個人に関する情報
をみだりに第三者に開示または公表されない自
由」がプライバシーの権利であると定義してい
る。性的指向は本人がカミングアウトしないかぎ
り表面化せず，本人が自己の性的指向を慎重に隠
して，周囲がまったく気づかないケースも少なく
ない。このため，異性愛者でない者の存在は不可
視化されやすく，異性愛規範を当然視するアンコ
ンシャスバイアスが社会常識となりやすい。異性
愛規範自体がハラスメントとしての暴力性をもつ
ことに十分留意すべきである。
　今日，福利厚生に関して，同性パートナーやそ
の子に対して配慮する企業が増えつつある。しか
し，制度が整っても利用者は必ずしも多くない。
申請は LGBTQ にとってはカミングアウトを伴
う。アウティングを恐れて申請しない者は少なく
ない。求められるのは，申請に関するプライバシ
ーをどう守るのかについて具体的な場面ごとに手
続を定め，それを内外に周知することである。手
続違反は重大なハラスメント行為（アウティング）
にあたるとして禁止し，相応に処分することもあ
わせて明記する必要がある。

６　差別禁止の明文化

　差別禁止法制の国際的展開をふまえるならば，
もっとも留意すべきは複合差別・交差差別の禁止
であり，実質的平等の実現には社会構造の変革を
伴うという認識が社会全体で共有されねばならな

い。したがって，条約の遵守を定めた日本国憲法
98 条に従い，国連人権条約諸機関の勧告を尊重
して速やかな包括的差別禁止法の制定が求められ
る。しかしながら，現実にはむずかしい。法整備
を待つ間にも現実の差別によって生命・生活の危
機にさらされている人びとがいることを考えるな
らば，まずは，企業がグローバル人権基準に則し
て包括的な差別禁止規程を定めることが望まし
い。LGBTQ の権利保障に関して言えば，当事者
のカミングアウトを条件とせず，複合差別・交差
差別を対象に含むような包括的な差別禁止規程を
設け，形式的平等・実質的平等・変革的平等を目
指すことが望まれる。
　たとえば，トイレについては，既存の性別トイ
レ，多目的トイレに加えて，個室トイレの設置を
進めることが望まれる。トイレ利用に関しては，
シスジェンダー・トランスジェンダーを問わず，
性別トイレは性自認にしたがって利用することを
禁じられないというルールを設定すべきであろ
う。多目的トイレは障害者や子どもを連れた者が
優先利用すべき設備であり，個室トイレは性別を
問わずだれもが利用可能な設備とすべきであっ
て，それらをトランスジェンダー専用（あるいは
優先）トイレとして推奨すべきではない。むし
ろ，トランスジェンダーの性別トイレ利用に違和
感を持つ者に対して，違和感がなくなるまで個室
トイレか多目的トイレを利用するよう推奨するこ
とが検討されてよい。違和感は理解が進めば解消
する可能性が高い。痴漢行為等の危険はトランス
ジェンダーに関わる問題として論じるべきではな
く，性犯罪として厳しく処罰すべきである。
　制服についても同様である。安全性に配慮した
作業服等はともかく，そもそも制服の必要性を問
い直すべきではないか。職場では制服着用はしば
しば女性のみに課せられる点ですでにジェンダー
バイアスがあり，制服の選択肢を増やしたとして
も，男女分離に基づくシスジェンダーの女性モデ
ルを免れていない。選択肢の保障はトランスジェ
ンダーにカミングアウトを強いる機能をもつ。制
服の役割は，性自認に即した名前を記載した名札
の着用で代替可能であろう。
　一方，採用面接では，本質的にアンコンシャス
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バイアスが働くとの前提で，選考システムを改善
する必要がある。視覚で得られる情報には，もっ
とも強くアンコンシャスバイアスが作用しやす
い。たとえば，実技技能を問う場合には，ブライ
ンドオーディション（評価者と応募者の間に衝立を
立てる）が有効である 21）。応募者や採用者に関す
るジェンダー統計は，応募者と採用者の男女比率
にアンバランスがあるかどうかを検証するために
必須である。したがって，応募書類には性別記載
欄が必要であるが，「女性」「男性」「決めていな
い・答えない」の三択を用意すべきであろう。し
かし，面接担当者に渡される応募者情報には性別
を記載すべきではない。職種によっては，年齢

（生年月日）や学歴も面接担当者に教えないこと
も検討されるべきである。これらのことは，応募
書式を工夫すれば容易に解決できる。また，面接
担当者の性別・年齢のバランスは非常に重要であ
り，必ず複数名（できれば 3 名以上）の女性を加
えるべきである。LGBTQ であることをカミング
アウトしている者がいれば，その者を面接担当者
に加えることも望ましい。

Ⅴ�　おわりに―「選択肢の保障」というマ
ジョリティ論理の陥穽

　マイノリティのニーズを汲み取り，福利厚生に
おける差別をなくし，施設（トイレなど）あるい
は制服などに関して選択肢を用意することは雇用
主の責務である。しかし，マイノリティの権利保
障は，選択肢を保障して済む問題ではない。マジ
ョリティとマイノリティは，必ずしも利用者とし
て対等とは言えない。マジョリティはすべての選
択肢を自由に選ぶことができる。しかし，マイノ
リティにとって，特定の選択がプライバシー暴露
やカミングアウトにつながる恐れがある場合には
選択肢としてはないに等しい。マジョリティとマ
イノリティが非対称な関係にある以上，利用・選
択に関してはマイノリティを基準として手続やル
ールを設定することが望まれる。
　差別は交差的である。LGBTQ の人びとに限ら
ず，どの人も，法的性別・性自認・性的指向・性
的特徴・家族関係・学歴等に関する属性が交差す

るため，個人によって潜在能力（ケイパビリティ）
は異なる。規範定立にあたるマジョリティは，自
らの特権性に自覚的であること，差別の交差性に
留意することが何より重要である。ダイバーシテ
ィ施策がマジョリティ基準へのマイノリティの統
合ではなく，「同じではないことの連帯」を目指
すように設計されるならば，持続可能な未来への
展望が開けてくるだろう。それには，マイノリテ
ィの権利の包括的保障を目指す法的アプローチが
不可欠である。
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権侵害」，https://www.hrw.org/sites/default/files/report_
pdf/japan0319_web_jp2.pdf

18）��https://www.outjapan.co.jp/pride_japan/news/2021/6/59.
html

19）��一審判決文　https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_
jp/244/089244_hanrei.pdf

20）��高裁判決の要旨・解説　https://www.outjapan.co.jp/pride_�
japan/news/2021/5/34.html

21）��男女共同参画学協会連絡会（2019）「無意識のバイアス―
Unconscious�Bias―を 知 っ て い ま す か ?」，https://www.
djrenrakukai.org/doc_pdf/2019/UnconsciousBias_leaflet.pdf
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